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○ 職員の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令（人事課） 

告示 
○ デジタルトランスフォーメーション実行支援業務委託に関する落札者等の公示（行政・

デジタル改革課） 

○ 第５次県庁ＬＡＮ基本設計等策定業務委託に関する落札者等の公示（情報システム戦略

課） 

○ 埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例の規定に基づく土砂搬入禁止区域の指

定（秩父環境管理事務所） 

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく形質変更時要届出区域の指定（水環境課） 

○ 保安林の指定の解除（森づくり課） 

○ 保安林の指定の解除（森づくり課） 

○ 保安林の指定予定（森づくり課） 

○ 測量法に基づく公共測量の終了（用地課） 

○ 埼玉県教育委員会定例会の招集（教委・総務課） 

○ 令和３年度第２回技能検定員等資格審査実施に伴う公示（運転免許課） 

 

 



訓
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埼
玉
県
訓
令
第
二
十
三
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地

域

機
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埼
玉
県
労
働
委
員
会
事
務
局 

 
 

 

埼
玉
県
収
用
委
員
会
事
務
局 

 
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
三
年
八
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
訓
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
二
条
の
二 

大
規
模
災
害
等
へ
の
対
応
の
た
め
、
職
務
の
遂
行
上
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
当
該
職
務
に
従
事
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
、
勤
務
時
間
の
割
振
り
、
週
休
日
及
び
休
憩

時
間
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。 

 

附
則
中
第
六
項
を
削
り
、
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
を
第
七
項
と
し
、
第
九
項
を
第
八

項
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
二
十
四
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
三
年
八
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



１ 購入等件名及び数量 

  デジタルトランスフォーメーション実行支援業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企画財政部行政・デジタル改革課ＤＸ推進担当 埼玉県さいたま市浦和

区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和３年６月７日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社三菱総合研究所 東京都千代田区永田町２丁目10番３号 

５ 落札金額 

  148,500,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和３年４月23日 



  

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
二
十
五
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
三
年
八
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



１ 購入等件名及び数量 

  第５次県庁ＬＡＮ基本設計等策定業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企画財政部情報システム戦略課業効率化推進担当 埼玉県さいたま市浦 

 和区高砂３丁目 15 番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和３年６月 25 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  デロイトトーマツコンサルティング合同会社 東京都千代田区丸の内３丁目２      

 番３号 丸の内二重橋ビルディング 

５ 落札金額 

  48,400,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和３年４月30日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
二
十
六
号 

 
埼
玉
県
土
砂
の
排
出
、
た
い
積
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十

四
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
搬
入
禁
止
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
三
年
八
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

土
砂
の
搬
入
を
禁
止
す
る
期
間 

 
 

令
和
三
年
八
月
十
一
日
か
ら
令
和
四
年
二
月
十
日
ま
で 

二 

土
砂
の
搬
入
を
禁
止
す
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
秩
父
市
田
村
字
上
ノ
台
七
百
八
十
八
番
一
、
七
百
八
十
九
番
一
、
七
百
八
十
九
番
二
、

八
百
二
十
六
番
、
八
百
二
十
七
番
、
八
百
二
十
八
番
二
、
八
百
二
十
九
番
、
八
百
三
十
四
番
四
、

八
百
三
十
六
番
一
、
八
百
三
十
六
番
二
、
八
百
三
十
六
番
三
、
八
百
三
十
六
番
十
七
、
八
百
三

十
八
番
、
八
百
三
十
九
番
一
、
八
百
三
十
九
番
二
、
八
百
三
十
九
番
三
、
八
百
三
十
九
番
四
、

八
百
四
十
四
番
、
八
百
四
十
五
番
、
八
百
四
十
六
番
一
、
八
百
四
十
六
番
二
、
八
百
四
十
七
番

一
、
八
百
四
十
七
番
二
、
八
百
四
十
八
番
、
八
百
四
十
九
番
及
び
八
百
五
十
番
、
同
字
上
ノ
台

七
百
八
十
八
番
一
地
先
か
ら
同
字
上
ノ
台
八
百
四
十
八
番
地
先
ま
で
及
び
同
字
上
ノ
台
八
百
三

十
九
番
一
地
先
か
ら
同
字
上
ノ
台
八
百
四
十
九
番
地
先
ま
で
の
道
路
敷
並
び
に
同
字
上
ノ
台
七

百
八
十
八
番
一
地
先
か
ら
同
字
上
ノ
台
八
百
四
十
八
番
地
先
ま
で
及
び
同
字
上
ノ
台
七
百
八
十

九
番
一
地
先
か
ら
同
字
上
ノ
台
八
百
四
十
七
番
一
地
先
ま
で
の
水
路
敷
並
び
に
同
字
諏
訪
平
千

八
百
三
番
の
土
地 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
二
十
七
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お

り
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
八
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
吉
川
市
大
字
高
久
字
佐
左
エ
門
五
百
五
十
六
番
一
の
一
部
、 

 

 

五
百
五
十
七
番
一
の
一
部
及
び
五
百
六
十
六
番
二
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物



 
 

   
 

別図 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
二
十
八
号 

 
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
八
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
旭
台
四
四
番 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

耕
地
の
防
風 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

指
定
理
由
の
消
滅 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
二
十
九
号 

 
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
八
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

埼
玉
県
所
沢
市
大
字
新
郷
二
〇
四
番
五
、
二
〇
四
番
三
九 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

耕
地
の
防
風 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

指
定
理
由
の
消
滅 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
三
十
号 

 
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
八
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

指
定
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所 

 

埼
玉
県
秩
父
郡
小
鹿
野
町
三
山
字
田
ノ
頭
三
四
三
番
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、

字
田
ノ
頭
山
四
二
二
五
番
、
四
二
二
七
番
一
、
四
二
二
七
番
二
、
四
二
二
八
番
、
四
二
二
九
番
、

四
二
三
〇
番
一
、
四
二
三
〇
番
二
、
四
二
三
五
番
、
四
二
四
九
番
か
ら
四
二
五
三
番
ま
で
、
四

二
五
四
番
一
、
四
二
五
四
番
二
、
四
二
五
五
番
、
四
二
五
六
番
、
四
二
五
七
番
一
、
四
二
六
七

番
か
ら
四
二
八
〇
番
ま
で 

二 

指
定
の
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三 

指
定
施
業
要
件 

イ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠ 

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
択
伐
に
よ
る
。 

 
 

字
田
ノ
頭
山
四
二
二
八
番
、
四
二
五
四
番
二
、
四
二
五
五
番
、
四
二
五
六
番
（
以
上
四

筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
） 

㈡ 

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。 

㈢ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に

係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈣ 

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

ロ 

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

 
 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
埼
玉
県
庁

及
び
小
鹿
野
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
三
十
一
号 

 
令
和
三
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
五
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
令
和
三
年
六
月
二
十
五

日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
富
士
見
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
八
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
二
十
三
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
八
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙 

田 

直 

芳 

一 

日
時 

 
 

令
和
三
年
八
月
十
一
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

県
議
会
令
和
三
年
九
月
定
例
会
提
出
予
定
案
件
に
つ
い
て 

 

ロ 

そ
の
他 



告  示 

埼玉県公安委員会告示第110号 

道路交通法（昭和35年法律第105号）第99条の２第４項第１号イの技能検定に関する技能及

び知識に関して行う審査（以下「技能検定員審査」という。）並びに同法第99条の３第４項第

１号イの自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査

（以下「教習指導員審査」という。）を次のとおり実施するので、技能検定員審査等に関する

規則（平成６年国家公安委員会規則第３号。以下「規則」という。）第２条及び第10条第２項

の規定により公示する。 

  令和３年８月６日 

                        埼玉県公安委員会委員長 塩 川 修 

１ 審査の種類 

 (1) 技能検定員審査 

    ア 大型自動車免許に係る技能検定員審査 

  イ 中型自動車免許に係る技能検定員審査 

  ウ 準中型自動車免許に係る技能検定員審査 

  エ 普通自動車免許に係る技能検定員審査 

  オ 大型特殊自動車免許に係る技能検定員審査 

  カ 大型自動二輪車免許に係る技能検定員審査 

  キ 普通自動二輪車免許に係る技能検定員審査 

  ク 牽
けん

引免許に係る技能検定員審査 

  ケ 大型自動車第二種免許に係る技能検定員審査 

  コ 中型自動車第二種免許に係る技能検定員審査 

  サ 普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査 

 (2) 教習指導員審査 

   ア 大型自動車免許に係る教習指導員審査 

  イ 中型自動車免許に係る教習指導員審査 

  ウ 準中型自動車免許に係る教習指導員審査 

  エ 普通自動車免許に係る教習指導員審査 

  オ 大型特殊自動車免許に係る教習指導員審査 



  カ 大型自動二輪車免許に係る教習指導員審査 

  キ 普通自動二輪車免許に係る教習指導員審査 

  ク 牽
けん

引免許に係る教習指導員審査 

  ケ 大型自動車第二種免許に係る教習指導員審査 

  コ 中型自動車第二種免許に係る教習指導員審査 

  サ 普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査 

２ 審査期日等 

 (1) 期日 

  ア  論文審査  

    令和３年９月11日（土） 

   イ 技能審査  

     令和３年９月18日（土）及び10月５日（火）から10月８日（金）までのうち指定する

日 

   ウ 面接審査  

      令和３年10月12日（火）から10月15日（金）までのうち指定する日 

 (2) 場所 

   埼玉県鴻巣市鴻巣405番地４ 埼玉県警察運転免許センター 

３ 申請手続 

 (1) 申請期間 

     令和３年８月６日（金）から８月20日（金）まで（日曜日、土曜日及び休日を除く。）

の各日午前８時30分から午後５時15分までの間 

 (2) 申請要領 

   技能検定員審査又は教習指導員審査を受けようとする者は、審査申請書（規則別記様式 

  第１号）を提出するとともに、受けようとする審査に用いられる自動車を運転することが 

  できる免許に係る運転免許証を提示すること。 

 (3) 申請先 

     埼玉県鴻巣市鴻巣405番地４ 埼玉県警察本部交通部運転免許本部運転免許課 

４ 審査手数料 

  審査手数料については、埼玉県証紙により納付すること。 



５ 照会先 

  埼玉県警察本部交通部運転免許本部運転免許課教習所係（電話 048-543-2001 内線241） 
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